










































海老名市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

海老名市介護保険条例施行規則（平成１２年規則第２０号）の一部を次のように改

正する。 

  

 第１８条第２項中「第１項第１号」を「前項第１号」に改める。 

 別表第１中「条例第３条第１項第８号から第11号まで」を「条例第３条第１項第８

号から第14号まで」に、「３分の２以上」を「70パーセント以上」に、「２分の１以

上」を「50パーセント以上70パーセント未満」に、「３分の１以上」を「20パーセン

ト以上50パーセント未満又は住宅への床上浸水（消火による水損を含む。）」に改め

る。 

 別表第３中「３分の２」を「70パーセント」に、「２分の１以上」を「50パーセン

ト以上70パーセント未満」に、「３分の１以上」を「20パーセント以上50パーセント

未満又は住宅への床上浸水（消火による水損を含む。）」に改める。 

 

附 則 

  （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第１及び別表第３の規定は、令和８年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和７年度分までの保険料については、なお従前のと

おりとする。 
















































